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令和６年３月 

 

 町内会・自治会の皆様へ 

 

                   盛岡市総務部危機管理防災課     

 

国家公務員合同宿舎の一時避難施設としての使用について（お知らせ） 

 

日頃から当市の防災行政の推進に対しまして、格別の御理解と御協力をいただ

き深く感謝申し上げます。 

東北財務局盛岡財務事務所が管理している国家公務員合同宿舎について、階段

や廊下などの共用部分を、地域住民の方が災害発生時の一時避難場所として使用

できるよう、協定を締結しましたので次のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 対象となる施設 

国家公務員合同宿舎６ヶ所 14 棟（裏面地図参照） 

 

２ 内容 

  災害時において、高く、丈夫な建物に緊急的に避難する必要がある場合に、 

国家公務員合同宿舎内の共用部分（廊下や階段）を使用することができます。 

     

３ 留意事項 

  災害時において、当該施設に緊急的に避難した場合は、市の災害対策本部（代 

表電話 019-651-4111 ※）に連絡をお願いします。 

※本部が設置されていない場合は、同電話番号にて、危機管理防災課に連絡

をお願いします。 

 

 

【お問合せ先】総務部 危機管理防災課 復興推進係 

           電話 019-613-8386（直通）  


